
軽度・中度難聴者の補聴器購入費用の一部を助成します 

 

市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴者の方を対象に補聴器購入

費用の一部を助成します。 

 

○助成内容 

 購入費用の２分の１を助成します。ただし、上限額は次のとおりです。 

  生活保護世帯、住民税非課税世帯 上限 ５万円 

  住民税課税世帯 上限 ２万５千円 

 

○対象となる方 

 次の要件すべてに該当する方です。 

 ・市内に住民登録されている１８歳以上の方 

 ・両耳の聴力レベルが３０デシベル以上の方 

 ・５年以内に由利本荘市難聴児補聴器購入費助成事業で補聴器を購入していない方 

 ・市税等の滞納がない方 

 

○申請について 

 購入前に申請が必要です。事前に市窓口にお問い合わせいただくか、市ホームページをご

覧下さい。 

 

 

 

 

 

               お問い合わせ先 

 

   【１８～６４歳の方】 福 祉 支 援 課 ２４－６３１４ 

   【６５歳以上の方】 長寿生きがい課 ２４－６３２２ 

    または各総合支所市民サービス課 

 

  



 

 

１．申請書類の準備 

   市の窓口、または市のホームページから申請書類を用意します。 

 

 

２．医療機関を受診 

病院を受診し要件に該当すると認められた場合は、意見書を作成してもらいます。 

  ※身体障害者手帳の診断書の作成ができる医師が作成した意見書に限ります。 

※意見書の作成は、診断書料がかかります。 

３．補聴器の見積書の準備 

補聴器販売業者で、医師からの意見書をもとに見積書を作成してもらいます。 

 

 

４．申請 

市窓口に、次の書類を提出してください。 

□申請書（様式第１号） □医学的判定意見書（様式第２号） □見積書 

 

 

５．市から助成の可否を通知 

市で申請書類を審査し、助成の可否を通知します。 

  ※市から、決定通知書（様式第３号）、給付券（様式第４号）、請求書（様式第６号）、 

請求書兼委任状（様式第７号）を送付します。 

６．補聴器の購入 

市から決定通知書等が届いたら、見積書を作成した補聴器販売業者に給付券（様式 

第４号）を提出し、補聴器を購入します。 

  ※代理受領を希望する場合は、請求書兼委任状（様式第７号）を補聴器販売業者へ提出

してください。 

７．助成金の請求 

補聴器を購入したら、次の書類を市へ提出してください。 

□請求書（様式６号）または、請求書兼委任状（様式第７号） 

□給付券（様式第４号） 

□領収書等（代金を支払ったことが分かる書類） 

 


